
広報やまと発行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和３年９月２９日 

大和市長 大 木  哲 

 

大和市規則第３２号 

広報やまと発行規則の一部を改正する規則 

広報やまと発行規則（昭和４７年大和市規則第２６号）の一部を次のように改正する。 

第１条中「理解と」を「理解及び」に改める。 

第２条の見出しを「（掲載事項）」に改め、同条中「登載する」を「掲載する」に改める。 

第３条中「毎月の初旬及び中旬」を「原則として毎月１日」に改める。 

第６条の見出しを「（委任）」に改める。 

附 則 

この規則は、令和３年１０月１日から施行する。 


